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 Iga City Society of Commerce and Industry 

           
     

 

リーガルサポートシステム（企業法務専門支援員制度）のご案内 
 

   商工会では弁護士資格を持つ企業法務専門支援員を常時設置し、会員の皆様からの法律相談に無料で応じる  

制度があります。請負契約、債権回収、相続関係、連帯保証人、時効制度等のご相談や身近な法律相談（事業

以外の相談も可）まで、気軽にご利用ください。相談予定日は毎月第一金曜日です。（平成２４年度は２８件

の相談がありました。）  

       次回相談予定日  平成２５年１２月６日（金） 午前１０時 ～ 午後４時  

   

■ご相談を希望される方は、商工会本所または最寄の支所まで事前にお申し込みください。 

           
  

 

   
         

                            

      

       

                    

                              

               
  

     

 

 
 

    

 
    

  ㈱日本政策金融公庫津支店の融資 

  担当者を迎え相談会を実施いたします。 

  借入をご希望の方は、ご相談ください。 
 

  

       

  

   723- 1  
 

  

   

   

❐   ❐  
  

   
 

  

 

 
 

    

        

      
 

Tel  



      次回の 会員一斉訪問実施予定日は １２月１６日（月） です  
 

    

 ☎ 45- 2210  

          《貸 付 金 利 の 状 況》      （平成２５年１１月１日現在） 

日本政策金融公庫 
 普通貸付 １．９０％   ↘ 

 経営改善貸付 （無担保・無保証人） １．６０％   ↘ 

三重県融資制度  小規模事業資金 （第三者保証不要・別途保証料） １．７５％   → 

商工貯蓄共済制度 
 一般 （保証料不要） １．６７５％～２．０７５％   → 

 保証協会保証付 （別途保証料） １．５５％   → 

記帳継続指導個別相談会のお知らせ 
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「三重県最低賃金」はこれまでの724円から737円に引き上げられました。 

地域別最低賃金はすべての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティ

ネットとして、常用・臨時・パート・アルバイト・嘱託などの雇用形態や呼称にか

かわらず、原則としてすべての労働者とその使用者に適用されます。特定の

産業には特定（産業別）最低賃金が定められています。 

三重県 最低賃金 

７３７円 
発効日： 平成２５年１０月１９日 

★ 無料で自社をPR！ ★  

掲載事業所募集中!! 
      

 伊賀市商工会通信 次回新春号（１ 

 月初旬発行予定）の「事業所紹介」 

 への掲載事業所を募集しています。 

 伊賀市商工会通信は年２回発行して 

 おり、旧郡部約12,000世帯に配布し 

 ています。掲載ご希望の方は、商工 

 会本所（Tel 45-2210）までご連絡く 

 ださい。なお、応募多数の場合は申 

 し込み順に掲載させて頂きます。 

11  
  

 三重労働局では、長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、11  

月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、使用者団体・労働組合へ

の協力要請、リーフレットの配布などによる周知啓発の取り組みを集中的に

実施する予定です。 

  賃金不払い残業、長時間労働の解消を図るためには、使用者のみなら

ず、労働者や労働組合、産業保健スタッフなど、すべての関係者の理解を

得て、労使が一体となった取り組みが行われることが重要です。 

  厚生労働省では、国民の皆さまから職場の労働時間等に関する情報を  

メールで受け付けています。 
 

アドレス：http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/mail₋madoguchi.html 


